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はじめに 

 

学校部活動は、学校教育の一環として行われるものであり、異年齢との交流の中で

生徒同士や生徒と教員等との好ましい人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を

通して自己肯定感を高めたりするなど、生徒の心身の成長と豊かな学校生活の実現に

大きな役割を果たし、様々な成果をもたらしています。 

しかし、少子化が進展する中、学校部活動を従前と同様の体制で運営することは難

しくなってきており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にあります。また、専

門性や意思に関わらず教員が顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学

校における働き方改革が進む中、より一層厳しくなります。 

このような中、令和４年１２月にスポーツ庁・文化庁から「学校部活動及び新たな

地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」（以下「国のガイドライ

ン」という。）が発出されました。 

持続可能な運営体制を整えるためには、一定規模の地域単位で運営を支える体制を

構築していくことが不可欠です。そのため、学校の設置者等と連携しながら、学校や

地域の実態に応じ、教師の勤務負担軽減の観点も考慮しつつ、スポーツ・文化芸術活

動における部活動指導員等の外部指導者や地域の人々の協力、学校や廃校施設、体育

館や公民館等の社会教育施設の活用、スポーツ・文化芸術関係団体等の各種団体との

連携など、運営上の工夫を行うことが重要です。 

和歌山県教育委員会では、平成３０年４月に「和歌山県運動部活動指針」を、令和

元年１２月に「和歌山県文化部活動指針」を策定し運用していたところですが、国の

ガイドラインを受けて、このたび新たに「和歌山県学校部活動及び地域クラブ活動の

在り方等に関する方針」を示すこととしました。本方針の「Ⅱ 学校部活動」につい

ては、学校の種類等に関わらず該当するものであることから、中学校段階はもとよ

り、高等学校段階においても、競技や文化芸術等の特性や学校の状況等を踏まえ、本

方針に準じることを原則とします。 

今後、本方針に基づき、県・市町村教育委員会やスポーツ・文化芸術活動に関わる

関係団体等と一体となって、家庭や地域の理解と協力を得ながら、子供たちの豊かな

スポーツライフ・感性・情操や創造力等を育み、生徒の多様な学びの場や自らの興

味・関心を深く追求する機会の充実に努めていくとともに、休日の学校部活動につい

ては、地域や学校の実情等に配慮しながら、地域の運営団体・実施主体による地域ク

ラブ活動への段階的な移行等の環境づくりに向け、地域の実情に応じて丁寧に取組を

進めていただきたいと考えています。 

各学校及び市町村教育委員会におかれましては、本方針を参考に、生徒の豊かなス

ポーツ・文化芸術活動の実現を目指した取組を進めていただきますようお願いいたし

ます。 

                          和歌山県教育委員会 
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動が併存する中、スポーツ・文化芸術活動における管理責任の所在が異なる場合

においても、安全確保に関する連携に切れ目なく取り組む重要性を踏まえ、緊急

事態発生時の連絡体制等を踏まえた「事故発生時の対応マニュアル」を作成し、

望ましい安全管理の体制整備を進める。 
学校の設置者及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、法令に基づいて施

設や設備の定期的な安全点検を行うだけでなく、指導者や参加者に対しても、日

常的な安全確認や点検を行うよう、適宜、指導・是正を行う。 
気温、湿度、輻射熱等に応じ、十分な水分の補給や休息時間を確保し、体調の変

化に留意しながら適切な指導に努める。 

急激な天候の変化（雷、大雨など）にも適切かつ迅速な対応をする。 

熱中症への対応については、命の危険に直結することから、スポーツ・文化芸

術活動の実施に当たっては、適切な対応が求められる。したがって、以下の「熱中

症予防運動指針」を共有するとともに、熱中症警戒アラート等の情報を伝達する

仕組みを整備し、必要な連携を行う。 
また、大会等の主催者は、夏季であれば空調設備の整った施設の確保や、暑さ

指数（ＷＢＧＴ）等の客観的数値に基づいた開催基準の設定、試合数の調整等、生

徒の体調管理を最優先した対応を行う。 
なお、暑さ指数（ＷＢＧＴ）については、運動を伴う活動前に毎回、計測・確認

するとともに、気候の変化に注意しながら、活動中も適宜、計測・確認する。 
 

出典：（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」２０１９より 
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 ２ 新たな地域クラブ活動の整備から期待できること 

地域クラブ活動への移行については、生徒の活動の機会確保を最優先に、地域や 
学校の実情に応じて、取組を進めていく。 

 
 ３ 新たな地域クラブ活動の運営 
 （１） 参加者 

従来の学校部活動に所属していた生徒はもとより、学校部活動に所属していな

い生徒、運動や歌、楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒、障害のある生徒など、

希望する全ての生徒を想定する。 
 

 （２） 運営団体・実施主体 
  ・ 総合型地域スポーツクラブ ・ スポーツ少年団 

・ 体育・スポーツ協会    ・ 競技団体 
・ クラブチーム       ・ プロスポーツチーム 
・ 民間事業者        ・ フィットネスジム 
・ 学校運営協議会      ・ 保護者会 
・ 同窓会     ・ 複数の学校の運動部や文化部が統合して設立する団体等 

 

 
 
 
 
 

◇ 単独の学校では、設置できないような様々な活動を生徒自らが選択するこ

とができる。 

◇ 中学校の生徒だけではなく、他の世代にとっても、気軽にスポーツ・文化

芸術活動を行える環境となり、地域全体として幅広いニーズに応えられる。 

◇  生涯を通じた運動習慣づくりや文化芸術等の愛好が促進される。 

◇  行政やスポーツ・文化芸術団体、学校等との緊密な連携や、指導者等の活

用が充実する。 
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引用：「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について（手引き）（スポーツ庁）より」 

 
  （４） 活動時間と適切な休養日の設定 
    地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒の心身の成長に配慮して、健康

に生活を送れるよう、「Ⅱ 学校部活動」に準じた活動時間、休養日を設定する。

その際、学校部活動と地域クラブ活動が併存することから、生徒の成長や生活全

般を見通し、運営団体・実施主体と学校を中心とした関係者が連携し、調整を図

ることが必要である。 
 

（５） 学校との連携 
    地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異な 

ることもあるため、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとと 
もに、関係者が日々の生徒の活動状況に関する情報共有等を綿密に行い、学校を 
含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障する必要がある。 
 県及び市町村は、地域クラブ活動が上述( 4 )に示した内容に沿って適切に行われ

るよう、地域クラブの運営団体・実施主体の取組状況を適宜把握し、必要な指導

助言を行う。 
  

 （６） 責任の所在と保険の加入 
    地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、事故が発生した場合の管理責任の主 

体、補償の範囲等を明確にし、定款や規約等に明記するだけでなく、地域クラブ 
活動の指導者や参加者等に対して、事前及び定期において十分な理解を得て活動 
する。  
地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、分野・競技特性やこれまでの怪我や 

事故の発生状況等を踏まえるとともに、故意又は過失による賠償責任も想定した

上で適切な補償内容である保険を選定し、指導者や参加者等に対して保険加入を

義務付けるなど、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるようにする。  
なお、学校部活動と地域クラブ活動が併存することを踏まえ、学校における独

立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度と同程度の補償内

容であることが望ましい。 
    生徒の安全管理については、Ⅱ 学校部活動 ２ 学校部活動の運営 （９） 安 

全管理と事故防止に準じて対応を整えるようにする。 
 
 












